
前頁フロー図中に用いた略語一覧

ス施…H27.5.1 基発0501第3号 労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について
ス…心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき講ずべき措置に関する指針
面…H18.2.24 基発0224003号 労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について
過…過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等
健…健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
特法…労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
労災法…労働者災害補償保険法
労災則…労働者災害補償保険法施行規則
法…労働安全衛生法 則…労働安全衛生規則

健康診断事後措置等の概要
労働安全衛生法の定める

～労働者に就業上の適切な配慮を～

⚫ 健康診断の結果、異常の所見があると診

断された労働者については、医師等から就

業上の措置についての意見聴取をすること

が必要です。

また事業者は、医師等の意見を踏まえて

就業上の措置を講じ、労働者の健康保持を

図らねばなりません。

⚫ 健康診断の結果だけでなく、

・長時間労働者に対する面接指導

・ストレスチェック結果に基づく面接指導

についても、同様に事後措置を講ずることが

必要です。

さらに、衛生委員会等で調査審議を行い、

作業環境や職場環境の改善を図ることも求め

られます。

⚫  これら労働者の健康管理の一連の流れは次

ページのようになります。各事業場において

労働衛生管理体制の整備に努めましょう。

ここで言う「医師等の意見」とは、就業の可否や、労働時間の短縮等の措置についての意見

のことです（上表参照）。「要精密検査」や「要観察」は健康診断結果の判定であり、「酒や

タバコをつつしむこと」などのコメントは、日常生活面での指導です。これらとは別に、就業

上の措置についての意見を聴く必要があります。

単に精密検査等を受診させているだけでは不十分です。精密検査等の結果を提出するよう働

きかけ、これらの情報をもとに、就業上の措置についての意見を医師等から聴取する必要があ

ります。また、精密検査等の結果が提出されない場合にも、

前提となった一次健康診断の結果により医師等から意見

を聴取しなければなりません。

医師等からの意見聴取は、衛生管理者等、事業場の衛生担当者が行うのが一般的です。

衛生担当者が医師に対し、健康診断結果や作業内容等の情報を提供した上で、意見を聴取
します。なお、医師等が特に必要と判断した場合には、労働者本人が医師等と面接する機
会を設けるべきです。

就業上の措置が不要とされた労働者については、
「通常勤務」として意見を聴取し、記録を残す必要がありま

す（医師等の押印等が不要）。

これらの記録がないと、医師等から意見を聴取したことが

明らかになりません。また、継続的な管理に生かすことも

難しくなります。

労働者数 50 人以上の事業場は、産業医に意見を聞く

ことが適当です。産業医は、労働者の健康状態と作業内

容等の両方を把握する立場にあるためです。

労働者数 50 人未満の事業場は、地域産業保健センターを活用することが適当です。地域産

業保健センターは、無料で利用できます。

就業上の措置

要休業

勤務を休む必要

のあるもの

休職等により一定

期間勤務させない

措置を講じる

医師等からの意見聴取

就業制限

勤務による負荷を軽滅するため、  療養のため、休暇、

勤務に制限を加える

必要のあるもの

⚫労働時間の短縮
⚫出張の制限
⚫時間外労働の制限
⚫労働負荷の制限
⚫作業の転換
⚫就業場所の変更
⚫深夜業の回数の減少
⚫昼間勤務への転換

等の措置を講じる

通常勤務

通常の勤務

でよいもの

異常なし

健康診断結果

要医療等 要再検査、精密検査

「医師等の意見」とは、「要精密検査」や

「要観察」などの判定のことですか？
あるいは「酒やタバコをつつしむこと」など

のコメントのことですか？

健康診断の結果に応じ、本人に精密検査等の受

診勧奨を必ず行っています。

不十分ですか？

就業上の措置が不要とされた労働者については

、特に記録を残していません。

不十分ですか？

健康診断を行った病院などに意見を聞くので

すか？

労働者本人を医師のところに行かせて意見を

聞くのですか？

(1) 衛生委員会、安全衛生委員会
労働安全衛生法第 18 条～ 19 条

労働安全衛生規則第 22 条～ 23 条

(２) 健康診断
労働安全衛生法第 66 条

労働安全衛生規則第 43 条～ 50 条

(３) 二次健康診断
労働者災害補償保険法第 26 条～ 28 条

労働者災害補償保険法施行規則第 18 条の 16 ～ 19

(４) 自発的健康診断
労働安全衛生法第 66 条の 2

労働安全衛生規則第 50 条の 2 ～ 50 条の 4

(５) 健康診断の結果の記録
労働安全衛生法第 66 条の 3

労働安全衛生規則第 51 条
「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」 

( 平成 17 年厚生労働省令第 44 号）

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

(６) 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
労働安全衛生法第 66 条の 4

労働安全衛生規則第 51 条の 2

(７) 健康診断実施後の措置
労働安全衛生法第 66 条の 5

労働安全衛生規則第 51 条の 3

「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」（平成8年 10月1 日 指針公示第 1 号ほか）

(８) 健康診断の結果の通知
労働安全衛生法第 66 条の 6

労働安全衛生規則第 51 条の 4

(９) 健康診断結果報告
労働安全衛生規則第 52 条

(１０) 保健指導
労働安全衛生法第 66 条の 7

(１１) 長時間労働者に対する面接指導
労働安全衛生法第 66 条の8～9 労働安全衛生規則第 52 条の2～8 

「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」（平成 14年2月 12 日 基発第 0212001 号）

「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について」（平成 18年2月 24 日 基発第 0224003 号）

(１２) ストレスチェック（心理的な負担の程度を把握するための検査等）
労働安全衛生法第 66 条の 10

労働安全衛生規則第 52 条の9～ 21

「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」

（平成 27年4月 15日 指針公示第 1 号ほか）

「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について（心理的な負担の程度を把握
するための検査等関係」（平成 27年5月1 日 基発 0501 第 3 号）

(１３) 健康教育等（ＴＨＰ、メンタルヘルスケア）
労働安全衛生法第 69 条、第 70 条の 2

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」（昭和 63年9月1 日 指針公示第 1 号ほか）

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」（平成 18年3月 31日 指針公示第 3 号ほか）

関係条文等

よ く あ る ご 質 問

人

危険源 このリーフレットに関するお問い合わせは、広島労

働局労働基準部健康安全課または最寄りの労働基準監

督署へお願いします。 （R07.02）

 

 広島労働局健康安全課・各 労働基準監督署

(１) 労 働 安 全 衛 生 法 に 基 づ く 健 康 診 断 実 施 後 の 措 置 に つ い て （リーフレット）

（２） 広 島 県 地 域 両 立 支 援 推 進 チ ー ム （広島労働局：治療と仕事の両立支援特設ページ） 

（3）  独 立 行 政 法 人 労 働 者 健 康 安 全 機 構 広 島 産 業 保 健 総 合 支 援 セ ン タ ー

（地域産業保健センターページ） 

（4） 健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります。 

(リーフレット)

その他リーフレット等

「地域産業保健センター」については、
以下 の（３）を、ご確認ください。２

１

２ （3）

（２）

（１）

医 師 の 診 断

健康診断を実施した医   
師   の   氏   名  

医 師 の 意 見

意 見 を 述 べ た医 師 の 
氏 名 

要観察 

広島太郎

通常勤務

医師次郎

健康診断個人票（様式 5 号）

（４）

「医師等の押印等が不要」については、
以下 の（４）を、ご確認ください。２

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001756708.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/roudoukijun_keiyaku_00007.html
https://www.hiroshimas.johas.go.jp/chiiki_sanpo/
https://www.hiroshimas.johas.go.jp/chiiki_sanpo/
https://www.mhlw.go.jp/content/000673020.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000673020.pdf
https://www.hiroshimas.johas.go.jp/chiiki_sanpo/
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/roudoukijun_keiyaku_00007.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001756708.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000673020.pdf
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結果の記録・保存 （健２(5)ホ、ス7(5)、ス8(6)）

・電磁的記録による保存を行う場合は、下記省令に基づく
「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う

書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」

・下記ガイドラインを参照することが望ましい
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

・保健指導等（法 6 6 の ７ ① 、 健 ２ ( 5 ) ロ ） 健康診断の結果、特に必要な労働者に医師・保健師による保健指導を行う

（日常生活面での指導、健康管理に関する情報提供、再検査・精密検査の受診勧奨、医療機関で治療を受けることの勧奨等）

・健康教育等（ 法 6 9 ① ） 労働者に対する健康教育、健康相談他、健康保持増進措置を継続的かつ計画的に講ずる

・健康保持増進のための指針（ 法 7 0 の 2 ① 、 6 9 ① ）「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」

)(

健康診断結果／５年保存
・様式第5号を作成して保存

雇入時、定期、特定業務、海外派遣、
給食従業員、歯科、臨時、自発的

・二次健康診断…保存が望ましい

法66の３、則51、( 健２(5) )
・労働者の同意を得て結果提供を受けた

場合には、結果の記録を作成して保存

する

ストレスチェック結果／５年保存 則52の13②、

ス7(5)
(  )

実施年月日、氏名、医師の氏名、労働者の疲労の

法66の８③
、則52の6

長時間労働

面接指導結果／
・下記事項を記載

５年保存 ( )

( 蓄積の状況、労働者の心身の状況、医師の意見  )
・下記事項を記載

（実施年月日、氏名、医師の氏名、医師の意見）

法66の10④、(則52の18、ス8(6) )
ストレスチェック

面接指導結果／５年保存
ストレスチェック

集団ごとの集計・分析結果

（ス9(1)）／５年 保存が望
ましい

事後措置の実施

作業環境の改善
（法 6 6 の ５ 、 健 ２ ( 4 ) ）

・作業方法の改善

・その他適切な措置
・作業環境測定の実施
・施設・設備の設置・整備

・勤務形態・職場組織の見直し等
調査審議により作成された

実施計画等

・健康診断の実施規定等

・健康教育等の実施計画

・面接指導の実施方法等

職場環境の改善
（則52の14、ス9(2)）

・メンタルヘルス対策

・ストレスチェック制度等

職場環境改善の検討等に活用（ス9(1)）

管理監督者向け研修に活用 （ス9(1)）

ストレスチェック

実 施 者

労働者の申出
（法66の10③、則52の16①）

面接指導の実施
（法66の10③）

実施から概ね

１ヵ月以内
（則52の19、ス施第3 4(５)イ）

申出後、概ね

１ヵ月以内
（則52の16②、ス施第3 4(2)ニ）

本人への結果通知 （法66の10②、則52の12）

高ストレス者で

面接指導が必要 その他

申出の勧奨
（則52の16③、ス7(4)イ(ｱ)）

労働時間等設定改善委員会
での調査審議（特法6、健２(4)）

・労働者の健康に配慮した

労働時間等の設定の改善

意見・助言、情報等 (ス 9 ( 2) )

集計・分析結果だけでなく、次の情

報等を勘案する

・医師、保健師、看護師、心理職等

からの意見・助言

・管理監督者、労働者、職場巡

視等による情報

事業者による基本方針の表明（ス4ア、ス５(1)）

・記録の保存は実施者が行うことが

望ましい

・事業者は、実施者等により記録の

保存が適切に行われるようにする

（則52の11、ス7(5)）

ストレスチェック結果／５年
望ましい

事業者への結果提供についての

同意の取得
（法66の10②、則52の13）

同意する 同意しない

通知後、概ね

１ヵ月以内

受検の勧奨（ス7(3)）

実施者から受検した労働者のリストを入

手し、未受検者に対し受検の勧奨をする

ストレスチェックの実施 （ 法66 の10 ①）

集団ごとの

集計・分析の実施、

事業者への結果提供
（則 5 2 の 1 4 、 ス
9 、 1 1 ( 4 ) 等 ）

・労働者の健康保持増進の実施計画の作成等 （法69条の健康教育等）

・長時間労働による健康障害防止対策の樹立等 （面接指導の実施方法等）

・労働者の精神的健康の保持増進対策の樹立等 （メンタルヘルス対策、ストレスチェック制度等）

衛生委員会等での調査審議（法18、則22等）

・衛生に関する規程の作成等 （健康診断の実施に関する規定等）

・健康診断等の結果及び対策の樹立等

医師等からの意見聴取

( )
就業制限 要休業

就業上の措置の決定等
（健２(4)、過5(2)(イ)、ス8(5)）

・本人の意見を聴き、了解を得る
（産業医同席の下に意見を聞くことが適当）

・職場の管理監督者に説明し理解を得る

通常勤務
・産業医から意見を聴くことが適当

・地域産業保健センターの活用が適当

（労働者数50人未満の事業場）

・就業場所の変更

・作 業 の 転 換

・労働時間の短縮 

・深夜業の回数の減少

事後措置の実施

就業上の措置
法66の５、法66の８⑤、法66の10⑥( 健２(4)、過5(2)(イ)、ス8(5)  )

・必要な場合には、衛生委員会、労働時

間等設定改善委員会等に報告する

・報告の際は、労働者個人が特定されな

いよう集約・加工等を行う

事後措置の実施

委員会等への報告
（法66の５、法66の８⑤、法66の10⑥、健２(4)）

医師からの意見聴取
（法66の10⑤、ス8(4)）

通常勤務・就業制限・要休業

面接指導の対象要件
（法66の8～9、則52の2①、則52の8②）

一月あたりの時間外・休日労働時間

・１００時間超え
• ８０時間超え

・事業場で定めた基準超え( )

医師等に対する情報の提供
（健２(3)ロ、ス8(3)③）

・労働時間

・労働密度

・深夜業の回数・時間数

・作業態様

・作業負荷の状況

・労働者との面接の機会

・作業環境

・過去の健診結果情報等

・過去の面接指導等の結果
・労働者から同意を得て提

出されたストレスチェッ

ク結果情報

・職場巡視の機会

自 発 的 
健康診断
の 実 施

法66の２
則50の2～4

申出後、概ね

１ヵ月以内
（面第2の12(2)オ）

面接指導に準ずる措
置の実施

（法66の9、則52の8、過5(2)）

労働者の申出
算定期日後、概ね１ヵ月以内

（ 則5 2 の3 ① ② 、面第2 の1 2 ( 2 ) エ）

労働時間の算定
（則52の2②）

・毎月１回以上、一定の期
日を定めて時間を算定する

健診日から 
３ヵ月以内

（則51の２①）

健診日から

３ヵ月まで
（則50の3）

提出日から

２ヵ月以内
（則51の２②）

提出日から

２ヵ月以内

労災則18の18( 則51の２② )

二次健診日から

３ヵ月以内
（労災則18の17）

一次健診日から

３ヵ月以内
（則51の２①）

二次健康診断
の受診勧奨

（健２(2)）

再検査・精密検査
の受診勧奨
（法66の７）

二次健康診断
の実施

（労災法26／請求に基づく）

再検査・精密検査
の実施

（健２(5)ハ）

健康診断の実施 （法66、則43～50）

雇入時、定期、特定業務、海外派遣、給食従業員、歯科、臨時

異常なし 要医療等 要再検査、精密検査

本人への健康診断結果の通知 （法66の６、則51の4）

実施から概ね

１ヵ月以内
（面第2の12(5)）

面接指導の実施
（法66の８、則52の2～7、過5(2)）

労働者からの結果の提出（健２(2)，健２(5)ハ、法66の２）

適切に意見
を聴くため
情報提供
（健２ ( 3 ) ロ）

適切な面接
指導のため
情報提供
（ス8(3)③）

則52の７、則５２の１９，労災則１８の１８、健２（３）週５
 
(2)ア(イ)、ス8(4)

法66の４、66の８④、法66の10 ⑤ 、労災法27、則51の2、

(則
 
52の16① )ス施第３ ４（２）

産業医等からも意見を

聞くことが望ましい

（ス12(1)イ③）

保存が
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